
山梨県　県土整備部　電子納品要領[R8.7]新旧対照表

備考

表紙 名称の変更

１頁
１適用

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

４頁
４共通編４－
２管理ファイ
ル

年度を最新に
設定

４-３電子媒
体

4-3 電子媒体
（1）電子媒体

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

但し、データが大量な場合は、協議によりBD-Rを使用す
ることを可とする。

4-3 オンライン電子納品ができない場合（成果品要領が1GBを超え
る場合）
（1）電子媒体
 

但し、データが大量な場合は、協議によりBD-RまたはHDD、SSD等を
使用することを可とする。

　電子納品とは、従来、紙で納品されていた最終成果品を電子的手段に
よって引き渡すことである。
　本要領は本県の公共事業における電子納品実施にあたり、電子成果品の
作成・納品にあたっての基準を示したものである。
　電子納品の対象外のものについては、従来どおり紙での納品を行うこと
とするが、施工中に受発注者間において電子データで交換・共有したデー
タは支障のない限りデータのまま納品する。

　電子納品とは、従来、紙で納品されていた最終成果品を電子的手段に
よって引き渡すことである。
　本要領は本県の公共事業における電子納品実施にあたり、電子成果品の
作成・納品にあたっての基準を示したものである。
　電子納品の対象外のものについては、従来どおり紙での納品を行うこと
とするが、施工中に受発注者間において電子データで交換・共有したデー
タは支障のない限りデータのまま納品する。
　これまで電子成果品は、CD-RやDVD-R 等の電子媒体に格納し納品するこ
ととしていたが、作業の効率化等のため、オンライン電子納品の運用を開
始する。
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新旧
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備考新旧

５頁
４-３電子媒
体

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

６頁
４-４ 電子成
果品のチェッ
ク

（略）
発注者は、提出されたチェック結果を確認し、電子媒体管理書（詳細につ
いては4-5で記述）とともに、契約書類とあわせて保管すること。

（略）
発注者は、提出されたチェック結果を確認し、電子データ管理書（詳細に
ついては4-5で記述）とともに、契約書類とあわせて保管すること。
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備考新旧

６頁
４-５ 電子媒
体管理書

オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

７頁
４-６ 電子媒
体管理書

4-6 電子媒体のケース 4-6 電子媒体のケース（オンライン電子納品ができない場合） オンライン電
子納品の導入
に伴う改訂。

９頁
６測量編
６－２サブ
フォルダ構成

表6-1 測量成果の成果区分一覧表(1/2)［国土交通省　表2-3］ 表6-1 測量成果の成果区分一覧表(1/2)［国土交通省　表3-3］ 国改定に準拠

１０頁
６－２サブ
フォルダ構成

表6-1 測量成果の成果区分一覧表(2/2)［国土交通省 表2-3］ 表6-1 測量成果の成果区分一覧表(2/2)［国土交通省　表3-3］ 国改定に準拠

１１頁
６－４基準点
測量・水準測
量成果ファイ
ル

表6-2 ファイル形式(基準点測量成果) ［国土交通省 表4-1］ 表6-2 ファイル形式(基準点測量成果) ［国土交通省　表5-1］ 国改定に準拠

１２頁
６－４基準点
測量・水準測
量成果ファイ
ル

表6-3 ファイル形式(水準測量成果) ［国土交通省 表4-2］ 表6-2 ファイル形式(基準点測量成果) ［国土交通省　表5-2］ 国改定に準拠

4-5 電子データ管理書
電子データを納品する際は以下の項目を記した電子データ管理書（紙）
を提出する。発注者は提出された電子データ管理書を契約書類とともに
保管する。

4-5 電子媒体管理書
電子媒体を納品する際は以下の項目を記した電子媒体管理書（紙）を提
出する。
発注者は提出された電子媒体管理書を契約書類とともに保管する。
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備考新旧

１３頁
６－５地形測
量及び写真測
量成果ファイ
ル

「協議により
PDF、
SXF(P21)、オ
リジナル形式
も可」の記述
について成果
品容量が大容
量となること
から3次元点
群測量に関す
る項目につい
ては残す

4



備考新旧

１４頁
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備考新旧

１５頁
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備考新旧

１６頁
6-6 路線測
量・河川測
量・用地測量
成果ファイル

表6-5 ファイル形式(路線測量成果)(1/2) ［国土交通省 表4-4］ 表6-5 ファイル形式(路線測量成果)(1/2) ［国土交通省 表5-5］ 新１４頁
国改定に準拠

１７頁 表6-5 ファイル形式(路線測量成果)(2/2) ［国土交通省 表4-4］ 表6-5 ファイル形式(路線測量成果)(2/2) ［国土交通省 表5-5］ 新１５頁
国改定に準拠

１８頁 表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(1/2) ［国土交通省 表4-5］ 表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(1/2) ［国土交通省 表5-6 ］ 新１６頁
国改定に準拠

１９頁 表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(2/2) ［国土交通省 表4-5］ 表6-6 ファイル形式(河川測量成果)(2/2) ［国土交通省 表5-6］ 新１７頁
国改定に準拠

２０頁 表6-7 ファイル形式(用地測量成果)(1/2) ［国土交通省 表4-6］ 表6-7 ファイル形式(用地測量成果)(1/2) ［国土交通省 表5-7］ 新１８頁
国改定に準拠

２１頁 表6-7 ファイル形式(用地測量成果)(1/2) ［国土交通省 表4-6］ 表6-7 ファイル形式(用地測量成果)(2/2) ［国土交通省 表5-7］ 新１９頁
国改定に準拠

２２頁
6-7 ドキュメ
ントファイル

表6-8 ファイル形式（ドキュメントファイル）［国土交通省　表5-9］新２０頁
国改定に準拠

6-8 測量成果
ファイル等

２３頁 新２１頁
国改定に準拠

表6-8 ファイル形式（ドキュメントファイル）［国土交通省 表4-
8、表5-10］

表6-9 ファイル名設定記号のカテゴリ区分 ［国土交通省 表5-2］
（略）
表6-10 ファイル命名規則（基準点測量成果）［国土交通省 表5-
3］

表6-9 ファイル名設定記号のカテゴリ区分 ［国土交通省　表6-2］
（略）
表6-10　ファイル命名規則（基準点測量成果）［国土交通省　表6-
3］

表6-11　ファイル命名規則（水準測量成果）［国土交通省　表6-
4］（略）
表6-12　ファイル命名規則（地形測量及び写真測量成果）［国土交
通省　表6-5］
（略）
表6-13　ファイル命名規則（路線測量成果）［国土交通省　表6-
7］（略）
表6-14　ファイル命名規則（河川測量成果）［国土交通省　表6-
8］

表6-11 ファイル命名規則（水準測量成果）［国土交通省 表5-4］
（略）
表6-12 ファイル命名規則（地形測量及び写真測量成果）［国土交
通省 表5-5］
（略）
表6-13 ファイル命名規則（路線測量成果）［国土交通省 表5-6］
（略）
表6-14 ファイル命名規則（河川測量成果）［国土交通省 表5-7］
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備考新旧

２５頁
6-12 用地測
量調査業務で
提出するファ
イル

新２３頁
国改定に準拠

３０頁
9 ＣＡＤ編
9-2 ＣＡＤ
データの
フォーマット

新２８頁
３次元測量の
納品に伴う改
訂

３２頁
10 写真編
10－5 その他
の留意事項

（略）
２．ビューワソフト等
　納品する成果品にビューワソフトなどは格納しない。

新３０頁

表6-15 ファイル命名規則（用地測量成果）［国土交通省 表5-8］ 表6-15　ファイル命名規則（用地測量成果）［国土交通省　表6-
9］

（略）
２．ビューワソフト等
　納品する電子媒体（CD-R 等）に自動起動するソフト（例えば
ビューワソフトなど）は格納しない。
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